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平成 22 年「高年齢者の雇用状況」集計結果 
～「高年齢者雇用確保措置」実施済み企業は約 86.2%と進展、６月１日現在～ 

 
 
高年齢者を 65 歳まで雇用するための「高年齢者雇用確保措置」の実施状況など、平成 22 年

「高年齢者の雇用状況」（６月 1 日現在）の集計結果をまとめましたので、公表します。 

 

年金の支給開始年齢引き上げを受け（平成 25 年４月から 65 歳）、「高年齢者等の雇用の安定

等に関する法律」では企業に「定年の廃止」や「定年引き上げ」、「継続雇用制度の導入」のい

ずれかの措置（注１）を講じるよう義務付け、毎年６月１日現在の高年齢者の雇用状況を提出す

ることを求めています。 

今回の集計結果は、この雇用状況報告を提出した「31 人以上規模」の企業 1,444 社の状況

をまとめたものです。なお、この取りまとめでは、常時雇用する労働者が 31 人～300 人規模

を「中小企業」、301 人以上規模を「大企業」としています。 

 

１ 高年齢者雇用確保措置などの実施状況 

○ 高年齢者雇用確保措置を「実施済み」の企業の割合は 86.2％（前年比1.1ポイント上昇）。

企業規模別でみると、「31～300人」規模の中小企業は85.9％（同1.8ポイント上昇）。 

うち「31～50人」の企業は81.5％だが、前年からは6.3ポイントと上昇が著しい。 

一方、「301人以上」の大企業は90.6％（前年比 9.4ポイント減少）となっている。 

【別表１】 

○ 「希望者全員が65歳以上まで働ける企業」の割合は42.8％（同0.3ポイント減少）となっ

ている。 

企業規模別では、「31～50人」が46.9％（同3.4ポイント上昇）と最も多く、「51～300人

」は42.1％（同2.4ポイント減少）、「301人以上」は26.0％（1.6ポイント減少）となって

いる。                               【別表４】

 

○ 「70歳まで働ける企業」の割合は17.0％（同0.8ポイント減少）。 

企業規模別では、「31～300人」の中小企業は17.7％（同0.5ポイント減少）で、うち 

 「31～50人」では18.1％（同0.8ポイント減少）。 

一方、「301人以上」の大企業は8.3％（同2.0ポイント減少）となっている。     

                                     【別表５】
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２ 定年到達者の継続雇用状況 

○ 過去１年間に定年を迎えた人（2,936人）のうち、継続雇用された人は2,294人 

（78.1％）、基準（注２）に該当せず離職した人は23人（0.8％）。 

 希望者全員の継続雇用制度により確保措置を講じている企業では、過去１年間に定年を

迎えた人（1,119人）のうち、継続雇用された人は982人（87.8％）。基準該当者の継続雇用

制度により確保措置を講じている企業では、過去１年間に定年を迎えた人（1,264人）のう

ち、継続雇用された人は844人（66.8％）、基準に該当せず離職した人は14人（1.1％）。  

                                                      【別表６】 

 

３ 高年齢者雇用確保措置の義務化後の高年齢労働者の動向 

○ 60～64歳の常用労働者数は9,237人で、前年より1,706人（22.7％）の大幅増加。 

   義務化前の平成17年とでは、比較可能な51人以上規模の企業で比較すると、4,149人 

から8,125人の倍近い（195.8％）大幅増加。 

○ 65歳以上の常用労働者数は4,831人で、前年より43人（0.9％）の増加。 

  51人以上規模の企業で義務化前と比較すると、2,701人から4,271人と（158.1％）の 

増加となっている。                             【別表７】

 

＜今後の取り組み＞ 

沖縄労働局では平成 22 年度末を目途に、高年齢者雇用確保措置の定着を図るとともに、希

望者全員が 65 歳以上まで働ける企業の割合を 50％、企業の実情に応じた何らかの仕組みで 70

歳まで働ける企業の割合を 20％とすることを目指し、次のような取り組みを進めていきます。 

 

○高年齢者雇用確保措置をまだ実施していない企業に対し、ハローワークを通じて強力に個

別指導する。 

○「希望者全員が 65 歳まで働ける制度」の導入に取り組むよう、企業に積極的に働きかけ 

る。 

○「定年引上げ等奨励金」の活用などにより、「70 歳まで働ける企業」の普及・啓発に取り 

組む。 

 

＜集計対象＞ 

31 人以上規模の企業 1,444 社 

中小企業（31～300 人規模）：1,348 社 

（うち 31～50 人規模：542 社、51～300 人規模：806 社) 

大企業 （301 人以上規模）： 96 社 

 

 

 

（注１）定年の引き上げ、継続雇用制度の義務年齢は、年金の支給開始年齢の引き上げに合わせて平成

25 年 4月までに段階的に引き上げられ、平成 22年 4月 1日に 63 歳から 64 歳になっている。 
 

（注２）事業主は継続雇用制度を導入する場合、労使協定を締結した上で基準を設けることが認められ

ている（中小企業については、平成 22 年度末までの間、労使協議が調わない場合に限り、労使

協定によらず就業規則などで基準を定めることが特例で認められている）。 
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１ 高年齢者雇用確保措置の実施状況 
 (1) 全体の状況 
   高年齢者雇用確保措置（以下「雇用確保措置」という。）の実施済企業の割合は

86.2％（1,245 社）（前年比 1.1 ポイントの上昇）、51 人以上規模の企業で 89.0％

（803 社）（同 1.9 ポイントの減少）となっている。 
   一方、雇用確保措置を未実施である企業の割合は 13.8％（199 社）（同 1.1 ポイ

ントの低下）、51 人以上規模の企業で 11.0％（99 社）（同 1.9 ポイントの上昇）

となっている。             （別紙表１） 
 

 (2) 企業規模別の状況 
   雇用確保措置の実施済企業の割合を企業規模別に見ると、大企業では 90.6％（87

社）（前年比9.4ポイントの減少）、中小企業では85.9％（1,158 社）（同1.8 ポイン

トの上昇）となっている。大企業のほとんどが雇用確保措置を実施している一方で、

若干の実施割合の低下が見られる。また、中小企業では特に、31～50 人規模企業で

の実施割合の上昇が顕著である。                （別紙表１） 
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(3) 雇用確保措置の上限年齢 

       雇用確保措置の上限年齢については、雇用確保措置の実施済企業のうち、現在の
義務年齢である64歳を上限年齢としている企業は11.2％（140 社）（51 人以上規模

の企業で 12.5％（100 社））となる一方、法の義務化スケジュールより前倒しして
65 歳以上を上限年齢としている企業（定年の定めのない企業を含む。）は 88.8％
（1,105社）（同1.4 ポイントの上昇）となっている。      （別紙表３－１） 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 (4) 雇用確保措置の内訳 

88. 8% 11. 2%

87. 5% 12. 5%

87. 4% 12. 6%

86. 9% 13. 1%

84. 8% 15. 2%

83. 5% 16. 5%

82. 7% 17. 3%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

平成22年

（31人以上）

平成22年

（51人以上）

平成21年

（31人以上）

平成21年

（51人以上）

平成20年

（51人以上）

平成19年

（51人以上）

平成18年

（51人以上）

雇用確保措置の上限年齢

65歳以上

64歳
（H19～21は63～64歳）
（H18は62～64歳）

   雇用確保措置の実施済企業のうち、「定年の定めの廃止」により雇用確保措置
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を講じている企業は 4.7％（59 社）（同 0.6 ポイントの上昇）、「定年の引上げ」

により雇用確保措置を講じている企業は 13.9％（173 社）（同 2.2 ポイントの低

下）、「継続雇用制度の導入」により雇用確保措置を講じている企業は 81.4％

（1,013 社）（同 1.6 ポイントの上昇）となっており、定年制度により雇用確保措

置を講じるよりも、継続雇用制度により雇用確保措置を講じる企業の比率が増し

ている。                         （別紙表３－２） 
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 (5) 継続雇用制度の内訳 
   「継続雇用制度の導入」により雇用確保措置を講じている企業（1,013社）のうち、

希望者全員を対象とする継続雇用制度を導入している企業は 43.2％（438 社）（同 3
ポイントの低下）、対象者となる高年齢者に係る基準を労使協定で定め、当該基準に

基づく継続雇用制度を導入している企業は38.9％（394社）（同 6 ポイントの上昇）、
労使協定の締結に向けて努力したにもかかわらず協議が調わず、法に基づく特例措
置により就業規則等で基準を定め、当該基準に基づく継続雇用制度を導入している

企業は17.8％（180社）（同 3.1 ポイントの低下）となっている。（別紙表３－３） 
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(1) 希望者全員が 65 歳以上まで働ける企業の状況 
     希望者全員が 65 歳以上まで働ける企業の割合は 42.8％（618 社）（同 0.3 ポイ
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ントの低下）となっている。 
    企業規模別に見ると、中小企業では 44.0％（593 社）（同 0.1 ポイント低下）、

大企業では 26.0％（25 社）（同 1.6 ポイント低下）となっており、特に中小企業
での取組が進んでいる。                  （別紙表４） 
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 (2)「70 歳まで働ける企業」の状況 
 「70 歳まで働ける企業」の割合は 17.0％（246 社）（同 0.8 ポイントの低下） 
となっている。 
企業規模別に見ると、中小企業では 17.7％（238 社）（同 0.5 ポイント低下）、

大企業では 8.3％（8 社）（同 2.0 ポイント低下）となっている。 （別紙表５）  
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３ 定年到達者の動向 
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過去１年間の定年到達者（2,936 人）のうち、継続雇用された者の数（割合） 
は 2,294 人（78.1％）、継続雇用を希望したが基準に該当しないことにより離職 
した者は 23 人（0.8％）、継続雇用を希望した者について見ると、継続雇用された 
者の割合は 99.0％、基準に該当しないことにより離職した者の割合は 1.0％となっ 

ている。 
また、継続雇用制度により雇用確保措置を講じている企業のうち、希望者全員を 

継続雇用している企業では、過去 1年間の定年到達者 1,119 人のうち、継続雇用 

された者の数（割合）は 982 人（87.8％）となっている。基準該当者を継続雇 
用している企業では、過去 1年間の定年到達者 1,264 人のうち、継続雇用された 
者の数（割合）は 844 人（66.8％）、継続雇用を希望したが基準に該当しない 

ことにより離職した者は 14 人（1.1％）となっている。      （別紙表６）  
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４ 雇用確保措置の義務化後の高年齢労働者の動向 

・ 31人以上規模企業における60歳～64歳の常用労働者数は9,237人同22.7％増加)。 
51 人以上規模の企業では、雇用確保措置の義務化前(平成17年)と比較すると、4,149
人から 8,125 人に増加（195.8％の増加）。 

・ 31 人以上規模企業における 65 歳以上の常用労働者数は 4,831 人（同 0.9％増加）。
51 人以上規模の企業では、雇用確保措置の義務化前(平成17年)と比較すると、2,701
人から 4,271 人に増加（158.1％の増加）と、高年齢労働者は引き続き増加傾向に

ある。                             （別紙表７） 
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５ 今後の取組 
(1) 雇用確保措置の定着に向けた取組 

    雇用確保措置は着実に進展しているが、未実施企業が 199 社あることから、引
き続き、労働局、ハローワークによる個別指導を強力に実施し、早期解消を図る。 

      
 (2) 希望者全員が 65 歳以上まで働ける企業の普及 
  平成 25 年度には、年金の支給開始年齢の定額部分が 65 歳に引き上げられ、報

酬比例部分の引上げが始まることも踏まえ、60 歳代前半の雇用確保を図るため、
希望者全員が 65 歳以上まで働ける制度の導入に取り組んでもらうよう、企業に積
極的に働きかけを行う。 

 
 (3)  「70 歳まで働ける企業」の普及・啓発 
    少子・高齢化の進行、将来の労働力人口の低下、団塊世代の 65 歳への到達等を

踏まえ、年齢にかかわりなく働ける社会の実現に向け、「定年引上げ等奨励金」の
活用等により、65 歳までの雇用確保を基盤として「70 歳まで働ける企業」の普及・
啓発に取り組む。 



　表１　雇用確保措置の実施状況
（社、％）

①実施済み ②未実施 ①＋②合計

31～300人
1,158 (1,120) 190 (212) 1,348 (1,332)

85.9% (84.1%) 14.1% (15.9%) 100.0%

31～50人
442 (398) 100 (131) 542 (529)

81.5% (75.2%) 18.5% (24.8%) 100.0%

51～300人
716 (722) 90 (81) 806 (803)

88.8% (89.9%) 11.2% (10.1%) 100.0%

301人以上
87 (87) 9 (0) 96 (87)

90.6% (100.0%) 9.4% (0.0%) 100.0%

31人以上
総計

1,245 (1,207) 199 (212) 1,444 (1,419)

86.2% (85.1%) 13.8% (14.9%) 100.0%

51人以上
総計

803 (809) 99 (81) 902 (890)

89.0% (90.9%) 11.0% (9.1%) 100.0%

（注）(　)内は、平成２１年６月１日現在の数値。表１～５において同じ。

　表２　規模別・産業別実施状況
（％）

①実施済企業割合 ②未実施企業割合

規
模
別

31～50人 81.5% (75.2%) 18.5% (24.8%)

51～100人 85.8% (87.6%) 14.2% (12.4%)

101～300人 93.0% (93.1%) 7.0% (6.9%)

301～500人 92.0% (100.0%) 8.0% (0.0%)

501～1,000人 86.2% (100.0%) 13.8% (0.0%)

1,001人以上 94.1% (100.0%) 5.9% (0.0%)

合　　　計 86.2% (85.1%) 13.8% (14.9%)

産
業
別

31人以上 51人以上 31人以上 51人以上

農、林、漁業 20.0% (60.0%) 0.0% (50.0%) 80.0% (40.0%) 100.0% (50.0%)

鉱業、採石業、砂利採取業 100.0% (100.0%) - (0.0%) 0.0% (0.0%) - (0.0%)

建設業 86.1% (78.4%) 85.0% (87.8%) 13.9% (21.6%) 15.0% (12.2%)

製造業 84.8% (83.2%) 87.7% (90.9%) 15.2% (16.8%) 12.3% (9.1%)

電気・ガス・熱供給・水道業 100.0% (100.0%) 100.0% (100.0%) 0.0% (0.0%) 0.0% (0.0%)

情報通信業 95.8% (87.5%) 94.1% (93.6%) 4.2% (12.5%) 5.9% (6.4%)

運輸、郵便業 86.3% (89.9%) 89.6% (93.2%) 13.7% (10.1%) 10.4% (6.8%)

卸売業、小売業 83.5% (82.2%) 88.2% (89.3%) 16.5% (17.8%) 11.8% (10.7%)

金融業、保険業 88.9% (94.7%) 92.9% (100.0%) 11.1% (5.3%) 7.1% (0.0%)

不動産業、物品賃貸業 100.0% (85.2%) 100.0% (80.0%) 0.0% (14.8%) 0.0% (20.0%)

学術研究、専門・技術サービス業 70.2% (69.0%) 76.9% (86.4%) 29.8% (31.0%) 23.1% (13.6%)

宿泊業、飲食サービス業 86.4% (84.2%) 86.4% (87.5%) 13.6% (15.8%) 13.6% (12.5%)

生活関連サービス業、娯楽業 88.2% (87.7%) 90.7% (92.9%) 11.8% (12.3%) 9.3% (7.1%)

教育、学習支援業 71.8% (77.3%) 81.8% (82.6%) 28.2% (22.7%) 18.2% (17.4%)

医療、福祉 90.3% (90.6%) 90.7% (92.9%) 9.7% (9.4%) 9.3% (7.1%)

複合サービス事業 83.3% (75.0%) 100.0% (83.3%) 16.7% (25.0%) 0.0% (16.7%)

サービス業（他に分類されないもの） 87.9% (85.2%) 92.0% (92.7%) 12.1% (14.8%) 8.0% (7.3%)

公務・その他 50.0% (100.0%) - (0.0%) 50.0% (0.0%) - (0.0%)

合　　計 86.2% (85.1%) 89.0% (90.9%) 13.8% (14.9%) 11.0% (9.1%)



　表３－１　雇用確保措置実施企業における上限年齢の内訳
（社、％）

①65歳以上
（含定年制なし）

②64歳
（Ｈ21年は63～64歳）

①＋②合計

31～300人
1,030 (980) 128 (140) 1,158 (1,120)
88.9% (87.5%) 11.1% (12.5%) 100.0%

31～50人
402 (352) 40 (46) 442 (398)

91.0% (88.4%) 9.0% (11.6%) 100.0%

51～300人
628 (628) 88 (94) 716 (722)

87.7% (87.0%) 12.3% (13.0%) 100.0%

301人以上
75 (75) 12 (12) 87 (87)

86.2% (86.2%) 13.8% (13.8%) 100.0%

31人以上
総計

1,105 (1,055) 140 (152) 1,245 (1,207)
88.8% (87.4%) 11.2% (12.6%) 100.0%

51人以上
総計

703 (703) 100 (106) 803 (809)
87.5% (86.9%) 12.5% (13.1%) 100.0%

　表３－２　雇用確保措置実施企業における措置内容の内訳
（社、％）

①定年の定めの廃止 ②定年の引上げ ③継続雇用制度の導入 ①＋②＋③合計

31～300人
59 (50) 170 (187) 929 (883) 1,158 (1,120)

5.1% (4.5%) 14.7% (16.7%) 80.2% (78.8%) 100.0%

31～50人
39 (31) 75 (87) 328 (280) 442 (398)

8.8% (7.8%) 17.0% (21.9%) 74.2% (70.3%) 100.0%

51～300人
20 (19) 95 (100) 601 (603) 716 (722)

2.8% (2.6%) 13.3% (13.9%) 83.9% (83.5%) 100.0%

301人以上
0 (0) 3 (7) 84 (80) 87 (87)

0.0% (0.0%) 3.4% (8.0%) 96.6% (92.0%) 100.0%
31人以上

総計
59 (50) 173 (194) 1,013 (963) 1,245 (1,207)

4.7% (4.1%) 13.9% (16.1%) 81.4% (79.8%) 100.0%
51人以上

総計
20 (19) 98 (107) 685 (683) 803 (809)

2.5% (2.4%) 12.2% (13.2%) 85.3% (84.4%) 100.0%

　表３－３　継続雇用制度の内訳
（社、％）

①希望者全員 ②基準該当者 ①＋②合計

31～300人
414 (422)

515 (461)
929 (883)労使協定 就業規則等

334 (260) 180 (201)
44.6% (47.8%) 36.0% (29.4%) 19.4% (22.8%) 100.0%

31～50人
161 (142)

167 (138)
328 (280)労使協定 就業規則等

106 (72) 60 (66)
49.1% (50.7%) 32.3% (25.7%) 18.3% (23.6%) 100.0%

51～300人
253 (280)

348 (323)
601 (603)労使協定 就業規則等

228 (188) 120 (135)
42.1% (46.4%) 37.9% (31.2%) 20.0% (22.4%) 100.0%

301人以上
24 (23)

60 (57)
84 (80)労使協定 就業規則等

60 (57) 0 -
28.6% (28.8%) 71.4% (71.2%) 0.0% - 100.0%

31人以上
総計

438 (445)
575 (518)

1,013 (963)労使協定 就業規則等
394 (317) 180 (201)

43.2% (46.2%) 38.9% (32.9%) 17.8% (20.9%) 100.0%

51人以上
総計

277 (303)
408 (380)

685 (683)労使協定 就業規則等
288 (245) 120 (135)

40.4% (44.3%) 42.0% (35.9%) 17.5% (19.8%) 100.0%
※　301人以上規模の企業においては、継続雇用制度の対象者に係る基準を労使協定によらず就業規則等で定めることができる
とする経過措置は平成21年３月31日が終期となっていることから、就業規則で基準を定めている企業（6社）については、雇用確
保措置未実施企業とみなされるため、本欄には計上されていない。



表４　65歳以上まで希望者全員が働ける企業の状況
（社、％）

合計
報告した全ての企

業定年の定めなし 65歳以上定年
希望者全員
65歳以上
継続雇用

31～300人
59 (50) 152 (154) 382 (383) 593 (587) 1,348 (1,332)

4.4% (3.8%) 11.3% (11.6%) 28.3% (28.8%) 44.0% (44.1%) 100.0%

31～50人
39 (31) 65 (69) 150 (130) 254 (230) 542 (529)

7.2% (5.9%) 12.0% (13.0%) 27.7% (24.6%) 46.9% (43.5%) 100.0%

51～300人
20 (19) 87 (85) 232 (253) 339 (357) 806 (803)

2.5% (2.4%) 10.8% (10.6%) 28.8% (31.5%) 42.1% (44.5%) 100.0%

301人以上
0 (0) 2 (4) 23 (20) 25 (24) 96 (87)

0.0% (0.0%) 2.1% (4.6%) 24.0% (23.0%) 26.0% (27.6%) 100.0%

31人以上
総計

59 (50) 154 (158) 405 (403) 618 (611) 1,444 (1,419)

4.1% (3.5%) 10.7% (11.1%) 28.0% (28.4%) 42.8% (43.1%) 100.0%

51人以上
総計

20 (19) 89 (89) 255 (273) 364 (381) 902 (890)

2.2% (2.1%) 9.9% (10.0%) 28.3% (30.7%) 40.4% (42.8%) 100.0%

表５　「70歳まで働ける企業」の状況
（社、％）

合計
報告した全ての

企業定年の定めなし 70歳以上定年

継続雇用制度

希望者全員
70歳以上

基準該当者
70歳以上

その他の制度で70歳
以上

31～300人
59 (50) 10 (10) 53 (58) 103 (105) 13 (20) 238 (243) 1,348 (1,332)

4.4% (3.8%) 0.7% (0.8%) 3.9% (4.4%) 7.6% (7.9%) 1.0% (1.5%) 17.7% (18.2%) 100.0%

31～50人
39 (31) 3 (6) 17 (19) 36 (32) 3 (12) 98 (100) 542 (529)

7.2% (5.9%) 0.6% (1.1%) 3.1% (3.6%) 6.6% (6.0%) 0.6% (2.3%) 18.1% (18.9%) 100.0%

51～300人
20 (19) 7 (4) 36 (39) 67 (73) 10 8 140 (143) 806 (803)

2.5% (2.4%) 0.9% (0.5%) 4.5% (4.9%) 8.3% (9.1%) 1.2% (1.0%) 17.4% (17.8%) 100.0%

301人以上
0 (0) 0 (0) 0 (1) 6 (5) 2 (3) 8 (9) 96 (87)

0.0% (0.0%) 0.0% (0.0%) 0.0% (1.1%) 6.3% (5.7%) 2.1% (3.4%) 8.3% (10.3%) 100.0%

31人以上
総計

59 (50) 10 (10) 53 (59) 109 (110) 15 (23) 246 (252) 1,444 (1,419)

4.1% (3.5%) 0.7% (0.7%) 3.7% (4.2%) 7.5% (7.8%) 1.0% (1.6%) 17.0% (17.8%) 100.0%

51人以上
総計

20 (19) 7 (4) 36 (40) 73 (78) 12 (11) 148 (152) 902 (890)

2.2% (2.1%) 0.8% (0.4%) 4.0% (4.5%) 8.1% (8.8%) 1.3% (1.2%) 16.4% (17.0%) 100.0%

※「その他の制度で70歳以上」とは、希望者全員や基準該当者を70歳以上まで継続雇用する制度は導入していないが、企業の実情に応じて
何らかの仕組みで70歳以上まで働くことができる制度がある場合を指す。



 表６　定年到達者の状況
（人、％）

定年到達者
総数

継続雇用の
終了による

離職者

定年による離職者数
（継続雇用を希望しな

い者）

継続雇用を
希望した者 継続雇用者

継続雇用を希望した
が基準に該当しない

ことによる離職者

31人以上
規模企業
合計

2,936人 619人 21.1% 2,317人 

78.9%

2,294人 

78.1%

23人 

0.8%

246人 

(100%) (99.0%) (1.0%)

希望者全
員の継続
雇用制度
により確保
措置を講じ
ている企業

1,119人 137人 12.2% 982人 

87.8%

982人 

87.8%

0人 

0.0%

69人 

(100%) (100.0%) (0.0%)

基準該当
者の継続
雇用制度
により確保
措置を講じ
ている企業

1,264人 406人 32.1% 858人 

67.9%

844人 

66.8%

14人 

1.1%

122人 

(100%) (98.4%) (1.6%)

（注）括弧内は継続雇用を希望した者に占める割合。

（注）括弧内は継続雇用を希望した者に占める割合。平成22年6月1日時点では定年制がなかった場合や希望者全員の継続雇用制
度を設けていた企業でも、過去1年間においてそうでなかった場合には定年退職者や基準非該当離職者が生じていた場合もある。

 表７　年齢別常用労働者数
（人）

年齢計 60～64歳 65歳以上

5
1
人
以
上

規
模
企
業

平成17年 131,324人 (100.0) 4,149人 (100.0) 2,701人 (100.0)

平成18年 136,165人 (103.7) 3,953人 (95.3) 2,799人 (103.6)

平成19年 144,830人 (110.3) 4,440人 (107.0) 3,360人 (124.4)

平成20年 156,807人 (119.4) 5,765人 (138.9) 3,766人 (139.4)

平成21年 159,099人 (121.1) 6,594人 (158.9) 4,196人 (155.3)

平成22年 165,647人 (126.1) 8,125人 (195.8) 4,271人 (158.1)

3
1
人

以
上

規
模
企

業
平成21年 180,070人 (100.0) 7,531人 (100.0) 4,788人 (100.0)

平成22年 187,177人 (103.9) 9,237人 (122.7) 4,831人 (100.9)

（注）括弧内は平成17年を100とした場合の比率（31人以上は平成21年を100とした場合の比率）
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